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これまで当ＮＰＯをご支援頂き心より御礼申し上げます。なお、定款（第 12 条）により

既納の年会費等は返還できません。また、当 NPO 会員として「灯油等共同購入」に参加し

ていた場合、引き続き参加することはできませんのでご了承願います。なお、登録されて

いた会員情報等は、当法人のセキュリティポリシーに則り適正に保護されます。                                          

退 会 届 
  令和 西暦    年  月  日  

 
ＮＰＯ法人 北海道マンション管理問題支援ネット 
理事長 井上 昭弘 様 
 

【会員種別】・個人会員 ・団体会員（管理組合） 
【会 員 名】  

住    所  

管理組合                      

代表者名             印 
（団体の場合） 

 
このたび都合により貴会を退会いたしたく、ＮＰＯ法人 北海道マンション管理問

題支援ネット定款第１０条の規定に基づき、ここに届け出ます。 
                 記 
退会事由（今後の NPO活動の検討項目といたしたく、ご協力願います。） 

 
 
 
 

 


